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一
一
紹
介
一
一不

法
行
為
法
の
課
題
に
つ
い
て

|
|
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ベ
ル
の
近
著
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
|
|

日

次
序事
故
損
害
法
に
関
す
る
ヒ
ッ
ペ
ル
構
想

不
法
行
為
法
の
課
題

お
わ
り
に

一-四序

不
法
行
為
法
の
主
要
課
題
の
一
つ
が
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
事
故

損
害
(
人
身
損
害
)
の
克
服
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
右

損
害
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
法
か
ら
社
会
保
障
へ
の
進
歩
が
、
ニ

ュ
1
ジ
l
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
報
告
お
よ

(
1〉

び
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ア
ソ
ン
委
員
会
報
告
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
て
い
る
、
こ
と

藤

康

宏

岡

も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
事
故
補
償
法
(
一
九
七
四

年
)
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
全
て
の
事
故
危
険
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
被
害
者

を
、
同
一
の
方
法
で
保
護
し
、
そ
の
限
り
で
不
法
行
為
法
を
完
全
な
範
囲
に

お
い
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
に
対
し
て
は
、
国
民
事
故

保
険
の
一
典
型
と
し
て
、
比
較
法
的
に
も
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
九
七
九
年
度
の
ド
イ
ツ
比
較
法
学
会
で

は
、
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
、
と
い
う
テ
l
マ
が
取
上
げ
ら
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介

ハ
2
)

れ
、
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ッ
ベ
ル
教
授
に
よ
っ
て
一
般
報
告
が
な
さ
れ
た
。

ヒ
ッ
ペ
ル
報
告
は
、
全
体
と
し
て
、
国
民
事
故
保
険
構
想
を
支
持
す
る
も
の

紹

で
あ
る
が
、
そ
の
立
論
は
、
社
会
保
障
の
分
野
に
お
け
る
近
時
の
動
向
に
裏

打
ち
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
前
後
し
て
公
表
さ
れ
た
、
「
社
会

(
3〉

保
障
の
基
本
問
題
」
(
一
九
七
九
年
〉
、
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ

ツ
ベ
ル
に
は
、
す
で
に
、
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
を
自
動
車
事

故
補
償
に
限
定
し
て
展
開
し
た
、
「
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
補
償
」
ハ
一
九
六

(
4〉

八
年
〉
が
あ
り
、
比
較
法
学
会
の
一
般
報
告
を
含
め
た
以
上
の
諸
業
績
は
、

損
害
賠
償
法
を
広
く
、
ヒ
ッ
ペ
ル
の
い
う
社
会
保
障
の
視
野
か
ら
把
握
す
る

意
図
の
下
で
書
か
れ
た
三
部
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
現
在
、
戦
後
、
個
別
的
類
型
を
中
心
と
し
て
比

較
法
的
に
も
興
味
深
い
展
開
を
示
し
た
不
法
行
為
法
を
、
総
合
的
に
存
権
築

(
4
a
v
 

す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
を
果
た
す
に
あ
た
り
わ
れ
わ

れ
は
、
も
は
や
保
険
的
保
護
の
拡
大
を
無
視
し
て
は
今
後
の
不
法
行
為
法
を

諮
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
不
法
行
為
法
の
基
盤
で
あ
っ

た
有
責
性
原
理
も
こ
の
よ
う
な
発
展
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
の
現
代
的
意

門

5
V

義
が
間
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ヒ
ッ
ベ
ル
の
二
著
作
に

基
づ
い
て
、
保
険
的
保
護
の
拡
大
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
に
関
す
る
近
時
の

比
較
法
的
動
向
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
不
法
行
為
法
を
体
系
的
に
整
序
す

る
た
め
の
方
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、

民
事
不
法
行
為
責
任
論
(
仮
題
)
に
関
す
る
予
備
的
研
究
の
一
つ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

2 

さ
て
、
ヒ
ッ
ベ
ル
の
近
著
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
、
そ
こ
に
至
る

経
過
を
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。
保
険
的
保
護
を
不
法
行
為

法
的
保
護
に
代
替
さ
せ
る
考
え
方
に
直
接
的
契
機
を
与
え
た
の
は
、
(
労
災
補

償
を
別
と
す
れ
ば
)
比
較
法
的
に
は
、
自
動
車
事
故
に
お
け
る
損
害
補
償
の

問
題
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
ド
イ
ツ
で
も
変
ら
ず
、
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し

ハ
6
V

て
、
ヒ
ッ
ベ
ル
お
よ
び
ギ
ュ
レ
マ
ン
に
よ
っ
て
改
革
案
が
提
示
さ
れ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ッ
ペ
ル
案
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
も
紹
介
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
現
行
の
義
務
的
、
任
意
的
責
任
保
険
の
機
能
を
統
一
的
な

交
通
災
害
保
険
に
置
換
え
、
そ
の
限
度
で
不
法
行
為
法
の
役
割
を
完
全
に
排

斥
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ベ
ル
案
で
は
、
交
通
災
害
保
険
の
国

家
的
管
理
の
可
能
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
故
被
害
者
の
保
護

が
、
自
動
車
事
故
被
害
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る

社
会
保
障
化
提
案
と
は
一
応
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ベ
ル
お

よ
び
ギ
ュ
レ
マ
ン
に
よ
る
抜
本
的
改
革
に
対
し
て
は
、
ヴ
ァ
イ
ヤ
I
ス
に
よ

円

7
〉

っ
て
い
ち
早
く
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
が
、
交
通
災
害
保
険
構
想
は
、
そ

の
後
、
ド
イ
ツ
社
会
裁
判
所
連
合
大
会
(
一
九
七
四
年
〉
に
お
い
て
、
包
括
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〔

8
〉

的
な
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
大
会
に
お
け
る
議
論
の
中

で
重
要
と
忠
わ
れ
る
問
題
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
民
事
責
任
論
の
観
点
か
ら
、
責
任
の
排
斥
を
伴
な
う
保
険
的
シ

ス

テ

ム

へ

の

移

行

は

、

(

〈

2
8
Z
0
2ロ
ロ
四
回
『

9
2
E
g
o
-ロ
)

答
貴
意
識

を
決
定
的
に
空
洞
化
す
る
。
有
責
者
か
ら
は
完
全
な
賠
償
を
要
求
し
、
予
防

(

9

)

 

を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
有
責
性
責
任
の
正
当
な
目
的
で
あ
る
。
第
二
に
、

方
法
論
的
に
、
責
任
シ
ス
テ
ム
と
保
険
シ
ス
テ
ム
と
の
比
較
考
量
は
必
然
的

に
不
完
全
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
場
合
、
比
較
法
は
ほ
と
ん

ど
助
け
に
な
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
、
多
様
な
機
能
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
、
両

シ
ス
テ
ム
の
い
ず
れ
か
が
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
よ
く
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
、

(
柏
山
〉

が
判
断
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
に
、
体
系
変
更
に
際
し
て
は
、
残
存

不法行為法の課題について

し
う
る
私
保
険
の
活
動
領
域
、
国
家
的
自
動
車
保
険
に
よ
る
独
占
の
合
憲

〈

U
〉

性
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
第
四
に
、
実
際
的
見
地
か
ら
、
保
険
的
解
決

は
、
自
動
車
運
転
者
側
に
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
費
用
増
加
、
事
故
被
害
者

ハ
ロ
〉

側
に
、
補
償
の
平
均
化
を
も
た
ら
す
し
、
保
険
的
解
決
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

(
凶
)

合
理
化
も
過
大
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
諸
問
題
を
考
慮
す
る
か
ぎ
り
、
抜
本
的
改
革
に
対
し
て
消
極
的
態

度
が
生
ず
る
に
い
た
る
の
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、

現
行
シ
ス
テ
ム
は
、
体
系
変
更
の
実
験
が
あ
え
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
ほ
ど
に

(
U
V

〔
日
)

は
重
荷
と
は
な
ら
ず
、
な
お
改
良
を
受
容
し
う
る
も
の
、
と
さ
れ
た
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
、
交
通
災
害
保
険
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
も

予
想
で
き
た
よ
う
に
、
多
方
面
に
わ
た
る
検
討
課
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
で
は
、
右
構
想
の
是
非
は
と
も
か
く
、
現
実
に

は
、
責
任
義
務
法
お
よ
び
事
故
被
害
者
に
対
す
る
事
前
的
保
障
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
、
特
別
法
の
増
加
が
見
ら
れ
、
こ
の
事
実
は
、
保
険
的
保
護
に
よ
る

責
任
法
の
置
換
に
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
を
提
供
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
は
、
治
療
費
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
責
任
義
務
法
上
の

状
況
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

(
凶
〉
が
、
第
一
に
被
害
者
保
護
の
た
め
の
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
事
故
類

型
が
、
全
て
の
事
故
を
欠
絞
な
く
把
握
す
る
と
い
う
思
想
を
明
白
な
ら
し
め

(
口
〉

る
ほ
ど
に
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
結
果
、
責
任
義
務
法

(
刊
日
〉

は
、
求
償
要
件
の
法
と
な
っ
て
い
る
、
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の

観
点
は
、
事
故
被
害
者
の
保
護
に
あ
た
っ
て
、
因
果
的
で
な
く
目
的
的
に
、

換
言
す
れ
ば
、
事
故
の
特
別
の
発
生
史
で
は
な
く
て
、
こ
お
む
っ
た
被
害
お

よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
要
求
の
種
類
と
範
囲
の
み
を
重
要
と

〈
印
〉

す
る
、
考
え
方
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
観
点
は
、
責
任
義
務
法
の

根
本
的
な
機
能
的
変
化
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
責
任
義
務
法
上
の
高

北法31(3-4・1'399)1331 



介

度
に
分
化
し
た
帰
寅
ル
l
ル
は
、
損
害
負
担
危
険
共
同
体
(
自
白
己
8
m
m
g叩
5
・

(

初

)

曲

n
F
阻
止
)
聞
の
分
配
基
準
と
し
て
も
本
質
的
に
妥
当
な
の
か
ど
う
か
、
と
い

う
問
題
を
提
起
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
観
点
の
う
ち
、
前
者
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ

門
別
叫
〉

ら
ゆ
る
被
害
者
を
同
様
に
取
り
扱
う
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

紹

な
被
害
者
保
護
に
お
け
る
目
的
的
考
慮
は
、
近
時
の
社
会
保
障
の
発
展
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ヅ
ベ
ル
は
、
事
故
損
害
法
に
お
け
る
最
上

(

m

)

 

級
の
自
擦
を
社
会
保
障
と
し
て
い
る
が
、
近
著
に
お
い
て
、
か
つ
て
「
交
通

事
故
に
よ
る
損
害
補
償
」
で
個
別
的
に
展
開
さ
れ
た
考
え
方
を
、
最
近
の
法

発
展
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
広
く
社
会
保
障
の
全
体
的
シ
ス
テ
ム
の
中
で
包

括
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
「
社
会
保
障
の
基

本
問
題
」
で
は
、
事
故
損
害
の
克
服
に
対
象
領
域
が
局
限
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
事
故
損
害
法
に
対
す
る
ヒ
ッ
ベ
ル
構
想
は
、
そ
の
前

提
と
し
て
、
社
会
保
障
へ
の
基
本
的
理
解
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
「
社
会
保
障
の
基
本
間

題
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
ヒ
ッ
ベ
ル
の
意
図
す
る
事
故
損
害
法
の
全
体
像
を
紹

介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

事
故
損
害
法
に
関
す
る
ヒ
ッ
ベ
ル
構
想

社
会
保
障
(
凹

ONur
盟
各
2ro--
恕
2
ユ
忽

F
n
E与
を
目
標
と

す
る
事
故
損
害
法
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
ヒ
ッ
ベ
ル
は
ま
ず
、
法
秩
序
に
与

え
ら
れ
た
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ

は
、
端
的
に
、
事
故
損
害
法
に
対
す
る
著
者
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
第
一
に
、
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
事
故

損
害
の
予
防
、
第
二
に
、
事
故
損
害
の
最
良
の
補
償
(
0
3
F
呂
田
戸
〉
ロ
的
問

E
n
s

(
い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
会
政
策
的
に
緊
急
な
人
損
に
つ
い
て
)
で
あ
る
。
後

者
を
実
現
す
る
方
法
は
、
第
一
に
、
責
任
義
務
法
の
厳
格
化
、
第
二
に
、
責

〈お〉

任
義
務
法
を
保
険
的
保
護
に
よ
っ
て
置
換
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
最
も
究
極

〈

M
)

の
発
展
は
国
民
事
故
保
険
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
全
て

(
お
)

の
関
連
す
る
重
要
問
題
に
対
し
最
良
の
全
体
的
解
決
を
可
能
に
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
事
故
損
害
法
の
目
標
と
さ
れ
る
社
会
保
障
に
お
い
て
は
、
そ
の
最

上
級
の
目
標
は
、
困
窮
か
ら
の
自
由
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
社
会
保
障
の
た
め

の
全
て
の
努
力
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
目
標
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
か
つ
て
は
、
生
活
状
況
の
悪
化
を
も
た
ら
す
一
定
の
古
典
的
危
険

北法31(3-4・1'400)13.32 



ハ
病
気
、
事
故
、
廃
疾
、
失
業
、
老
齢
、
扶
養
者
の
死
亡
〉
か
ら
個
々
人
を

保
護
す
る
こ
と
に
集
中
さ
れ
て
い
た
が
、
今
や
、
生
活
状
況
の
改
良
を
目
標

と
す
る
諸
手
段
も
ま
た
社
会
保
障
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

新
し
い
社
会
保
障
法
典
(
総
則

)
2
0
H
E
m
g
o
H
N
E口
ご
も
ま
た
こ
の
よ
う

〔
叩
叫
)

な
理
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
保
障
の
目
標
を
確
定
し
た
う
え
で
、
次
い
で
、
社
会
保
障
を
実
現
す

る
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
、
次
の
よ
う
な
際

立
っ
た
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
国
家
的
生

存
配
慮
の
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
保
障
と
並
ん
で
社
会
保
障
の
他
の

源
泉
ハ
企
業
よ
の
社
会
的
給
付
、
自
己
配
慮
、
自
発
的
福
祉
事
業
に
よ
る
給

付
、
扶
養
法
、
相
続
法
お
よ
び
責
任
義
務
法
(
位
以
下
〉
〉
が
な
お
重
要
な
役

割
を
演
じ
て
い
る
と
さ
れ
つ
つ
も
、
社
会
保
障
の
重
点
は
次
第
に
公
的
保
障

に
移
行
し
て
い
る
(
幻
可
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、

不法行為法の課題について

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ハ
潜
在
的
被
害
者
自
身
の
〉
答
責
意
識

ハ
幻
)

に
基
づ
く
自
己
配
慮
お
よ
び
事
故
責
任
義
務
法
の
役
割
が
、
社
会
保
障
を
達

成
す
る
に
可
能
な
諸
手
段
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

、つ。
以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿
の
テ
1
7
に
か
ん
が
み
、
右
諸
手
段
の
中
で
、

事
故
損
害
法
に
直
接
関
連
す
る
も
の
を
重
点
的
に
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た

し、。
2
凶
社
会
保
障
の
中
核
を
形
成
す
べ
き
公
的
保
障
は
、
理
論
的
に
は
、

三
つ
の
異
な
る
原
理
か
ら
成
立
し
う
る
。
第
一
に
、
扶
助
義
務
匂
管
凹
口
認
中

宮
町

E
巴
ハ
個
人
的
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
給
付
が
与
え
ら
れ
る
)
、
第

こ
に
、
保
険
原
理
(
〈
2
包

n
F
R
E官
官
E
N
F
S
(保
障
さ
れ
る
べ
き
危
険
事
例

が
発
生
し
た
場
合
に
特
別
の
分
担
金
に
基
づ
き
、
個
人
的
な
必
要
性
と
関
係

な
く
一
定
の
給
付
を
獲
得
し
う
る
〉
、
第
三
に
、
配
慮
原
理
(
〈

R
g
aロロ宮・

唱ユロ
N

f

)

(

給
付
が
特
別
の
分
担
金
な
く
し
て
、
か
っ
、
個
人
的
な
必
要
性

と
関
係
な
く
得
ら
れ
る
〉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
原
理
の
中
で
は
、
全
体
的

に
見
て
、
扶
助
原
理
が
、
他
の
諸
原
理
に
対
し
て
後
退
す
る
傾
向
に
あ
る

が
、
公
的
保
障
の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
全
て
の
法
秩
序
は
、
次
の

諸
問
題
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
(
お

l
M〉。

社
会
保
障
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
危
険
事
例
の
範
囲
。

1 2 

保
護
さ
れ
る
べ
き
人
的
範
囲
。
古
典
的
な
社
会
保
険
は
、
元
来
、
原

則
と
し
て
、
労
働
者
の
保
護
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
社

会
保
険
は
、
今
日
、
実
際
上
、
ほ
と
ん
ど
国
民
保
険
(
〈

c-E耳
目
回

nzzロ巴

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
の
規
制
は
、
さ
ら

に
進
ん
で
、
明
示
的
に
普
遍
的
保
障

(
C
E
4角
g
E
n
F
2
5巴
の
原
理
か

ら
出
発
し
て
お
り
、
当
初
か
ら
、
一
定
の
危
険
事
例
に
対
し
て
全
国
民
を
保

北法31(3-4・ 1.401)1333 



介

障
し
よ
う
と
し
て
い
る
〈
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
事
故
補
償

法
)
(
お

l
m
)
。

紹

3 

社
会
的
給
付
の
種
類
。
重
要
な
柱
と
考
え
ら
れ
て
い
る
金
銭
的
給
付

は
、
社
会
保
障
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
し
ば
し
ば
十
分
で
な
く
、

社
会
的
サ
ー
ビ
ス
(
た
と
え
ば
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
、
法
的
顧
問
、
老
齢
者
の

世
話
)
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
幻
)
。

4 

社
会
的
給
付
の
範
囲
に
関
し
て
は
〈
特
に
養
老
制
度
に
つ
き
て

一
に
、
生
存
の
最
低
限
度
、
第
二
に
、
従
来
の
獲
得
利
益
、
を
そ
れ
ぞ
れ
保

障
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
相
異
な
っ
た
基
本
的
見
解
が
あ
る
。
前
者
の
理

由
と
し
て
は
、
国
は
、
個
々
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
答
責
の
息
の
棋
を
と

め
る
べ
き
で
は
な
く
、
且
取
低
生
活
の
保
障
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個

々
人
に
、
任
意
で
補
充
的
な
生
存
配
慮
の
た
め
の
余
地
を
残
す
べ
き
で
あ
る

と
の
考
え
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
に
よ
る
広
汎
な
強
制
的
配
慮
は
、
個
々
人

が
自
己
の
判
断
に
基
づ
い
て
収
入
を
処
分
す
る
と
い
う
自
由
を
縮
限
す
る
の

み
で
は
な
く
、
全
経
済
的
に
も
不
刺
益
に
作
用
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
的
貯

蓄
、
お
よ
び
私
保
険
が
侵
害
さ
れ
、
経
済
的
投
資
の
た
め
に
必
要
な
資
本
形

成
が
減
少
す
る
か
ら
で
あ
る
(
幻

l
n
y

こ
の
社
会
的
給
付
の
範
囲
と
い
う
問
題
は
、
右
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
自
己
答
責
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ッ
ベ
ル
が
自
己
配
慮
を
社
会

保
障
シ
ス
テ
ム
の
中
で
検
討
し
て
い
る
と
と
と
関
連
し
、
社
会
保
障
の
眼
目

の
-
っ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
で
、
ヒ
ッ
ベ
ル
が
、
国
際
的

に
は
、
後
者
の
見
解
が
貫
徹
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
公
的
保
障
の

強
化
に
賛
成
す
べ
き
理
由
と
し
て
特
に
次
の
よ
う
に
一
言
及
し
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
給
付
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
の
中

で
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
特
別
に
重
要
な
問
題

第

と
し
て
、
よ
り
高
い
公
的
保
障
(
相
応
的
に
よ
り
高
い
負
担
を
伴
な
う
)
も

し
く
は
私
的
に
買
い
取
ら
れ
た
補
充
的
保
険
の
、

い
ず
れ
が
有
利
か
と
い

ぅ
、
当
事
者
に
お
け
る
費
用
負
担
の
選
択
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に

関
し
て
、
公
的
保
障
を
た
ん
な
る
基
本
保
障
に
制
限
す
る
と
い
う
主
張
は
、

同
時
に
拡
張
さ
れ
る
私
的
な
補
充
的
保
険
が
、
平
均
的
市
民
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
に
相
応
す
る
公
的
保
障
の
上
積
み
よ
り
も
負
担
が
か
か
る
場
合
に
は
、

(
お
〉

ほ
と
ん
ど
確
信
が
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
幻

ω)。

5 

最
良
の
予
防
お
よ
び
社
会
的
給
付
の
濫
用
的
請
求
の
克
服
。
予
防
的

観
点
は
、
殊
に
、
社
会
的
給
付
を
形
成
す
る
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
給
付
は
、
自
己
努
力
の
刺
激
(
た
と
え
ば
、
病
気
も

し
く
は
失
業
の
場
合
に
で
き
る
だ
け
早
く
労
働
を
再
開
す
る
)
が
除
去
さ
れ

な
い
か
、
も
し
く
は
、
あ
ま
り
に
も
強
く
減
少
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

(
m
a
v
 

算
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
(
針
、
引
む
。
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ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
公
的
保
障
の
鍵
と
な
る
の
は
、
社
会
的
給
付

の
資
金
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
公
正
な
費
用
配
分
と
い
う
重
要
な
問
題
が
提
起

さ
れ
る
。
社
会
的
給
付
の
資
金
は
さ
ま
ぎ
ま
な
方
法
(
租
税
、
分
担
金
、
あ

る
い
は
両
者
〉
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
技
術
的
に
は
、
一
般
的

租
税
収
入
に
よ
る
資
金
が
最
も
単
純
で
あ
る
。
こ
の
手
段
は
、
通
常
、
-
定

の
社
会
的
給
付
が
同
様
の
方
法
で
全
て
の
市
民
に
与
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
選
択
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
公
正
な
費
用
配
分
の
観
点
か
ら
、
収
入

6 
に
関
連
し
た
特
別
税
に
よ
る
資
金
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
社
会
保

険
に
お
け
る
よ
う
に
、
社
会
的
給
付
が
就
業
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合

に
は
、
通
常
、
ま
ず
、
労
働
者
お
よ
び
使
用
者
の
分
担
金
に
よ
っ
て
資
金
が

得
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
私
保
険
を
支
配
す
る

等
価
性
原
理
は
、
種
々
の
社
会
的
理
由
か
ら
制
限
を
受
け
る
。

1
1
M

，-ゃ、‘っ

l
L
J
J

，力

て
、
連
帯
性
、
社
会
的
補
償
お
よ
び
収
入
の
移
転
的
分
配
と
い
う
思
想
は
、

不法行為法の課題について

租
税
法
の
み
な
ら
ず
分
担
金
と
社
会
的
給
付
法
と
の
相
応
的
形
成
を
通
じ
て

も
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
従
来
通
常
に
行
な
わ
れ
て
い
た
種

々
の
資
金
形
態
を
連
結
す
る
と
い
う
考
え
方
に
は
、
保
障
シ
ス
テ
ム
の
資
金

に
対
す
る
個
々
人
の
全
体
的
配
分
を
隠
蔽
し
、
公
正
な
費
用
配
分
を
困
難
も

し
く
は
不
可
能
に
す
る
と
い
う
短
所
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
完
全
な
透
明

と
い
う
立
場
か
ら
は
、
公
的
な
社
会
的
給
付
の
資
金
は
、
個
人
的
収
入
に
従

っ
た
課
税
に
よ
る
の
が
、
よ
り
よ
い
で
あ
ろ
う
(
お
却
〉
。

最
後
に
社
会
保
障
の
組
織
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
広

汎
な
国
民
部
分
へ
の
社
会
保
険
の
拡
張
は
、
社
会
保
険
の
管
理
も
ま
た
長
期

的
に
は
、
原
則
と
し
て
国
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問

7 
題
を
正
当
化
す
る
、
も
の
と
さ
れ
る
(
紛
〉
。

ω
次
に
、
公
的
保
障
以
外
の
、
社
会
保
障
の
他
の
源
泉
の
中
で
は
、
事

故
(
人
身
)
損
害
の
規
制
に
特
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ

は
、
企
業
上
の
社
会
的
給
付
、
自
己
配
慮
、
事
故
責
任
義
務
法
を
あ
げ
る

と
が
で
き
よ
う
。
公
的
保
障
の
拡
張
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
窮
極
的
に

事
故
責
任
義
務
法
の
存
在
さ
え
脅
か
す
ほ
ど
の
効
果
を
持
ち
う
る
が
(
日
〉
、

本
稿
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
い
問
題
は
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
自

己
配
慮
の
役
割
で
あ
ろ
う
一
。
ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
己
配
慮
の
主
要
対
象

領
域
は
、
老
齢
、
遺
族
お
よ
び
病
気
で
あ
り
(
必
)
、
事
故
損
害
に
対
す
る

自
己
配
慮
の
必
要
性
が
特
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

事
故
お
よ
び
病
気
に
よ
る
損
害
を
、
人
身
損
害
と
し
て
同
様
の
規
制
に
服
さ

せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
問
題
の
多
く
は
、
事
故
損
害
の
規
制
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は

ま
る
で
あ
ろ
う
。

1 

ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
広
汎
に
発
達
し
た
社
会
的
給
付
シ
ス
テ
ム
を
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介

持
つ
諸
国
に
お
い
て
も
、
自
己
配
慮
は
、
通
常
、
公
的
な
生
存
配
慮
の
不
可

欠
も
し
く
は
望
ま
し
い
補
完
と
み
な
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
己
配
慮
の
必

紹

要
性
と
重
要
性
は
、
公
的
保
障
が
、
人
的
か
つ
質
的
に
拡
大
さ
れ
る
反
面
に

お
い
て
縮
限
す
る
。
(
法
律
上
の
健
康
保
険
は
、
今
日
、
基
本
保
障
に
制
限

さ
れ
ず
、
原
理
的
に
は
、
全
て
の
必
要
物
を
填
補
し
て
お
り
、
国
民
の
よ
り

多
数
が
法
律
上
の
健
康
保
険
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
(
西
ド
イ

ツ
で
は
、
別
Mm
以
上
)
、
私
的
健
康
保
険
の
営
業
的
可
能
性
は
、
そ
れ
だ
け

よ
り
多
く
消
滅
す
る
。
さ
ら
に
、
国
民
事
故
保
険
の
創
設
は
、
労
働
事
故
に

対
す
る
社
会
的
事
故
保
険
の
導
入
当
時
と
同
じ
よ
う
に
、
事
故
に
よ
る
人
身

損
害
に
対
す
る
私
保
険
を
、
原
則
と
し
て
余
計
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
(
“
“
》
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
、
交
通
災
害
保
険
構
想
に
対
す
る
批
判

と
し
て
示
唆
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
公
的
保
障
の
拡
大
傾
向
に
対
し
て
は
、

特
に
憲
法
上
の
議
論
に
よ
る
、
私
保
険
者
か
ら
の
抵
抗
が
見
ら
れ
る
(
必

l

幻
参
照
)
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、

ヒ
ッ
ベ
ル
が
、

公
的
保
障

の
拡
大
は
、
私
保
険
者
の
存
在
を
通
常
、
危
殆
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

し
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
れ
ら
は
、
第
一
に
、
公
的
保
障
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
同
様
に
強
力
的

で
は
あ
り
え
な
い
し
、
か
っ
、
高
額
所
得
者
の
請
求
権
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
私
保
険
者
は
、
活
動
範
閣
を
、
新
し
い
危
険
領
域

の
填
補
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
幻
)
。

2 

企
業
上
の
社
会
的
給
付
は
、
特
に
老
齢
お
よ
び
病
気
に
対
す
る
保
障

と
し
て
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
(
労
働
者
が
病
気
の
場
合
、
多
く
の
国

に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
法
律
上
の
義
務
、
あ
る
い
は
企
業
上
の
合

意
、
賃
金
契
約
に
基
づ
い
て
、
少
な
く
と
も
一
定
期
間
、
給
付
を
支
払
う
必

要
が
あ
る
〉
。
し
か
し
、
企
業
上
の
社
会
的
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
費
用

が
価
格
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
不
当
な
結
果
が
発
生
し
う
る
、
と
い
う

(
却
)

問
題
が
あ
る
(
必

l
M参
照
)
。

間
ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、

社
会
保
障
に
関
す
る
伝
統
的
法
規
の
改
革
を
検
討
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
動
機
が

存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会
保
障
の
伝
統
的
法
規
は
、
も
は
や
、
最
良
の
全

体
的
規
制
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
要
求
を
満
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
社
会
保
障
法
典
も
、
た
ん
に
公
的
な
社
会
的
給
付
を
規
制
す

る
に
す
ぎ
ず
、
伝
統
的
な
社
会
法
秩
序
か
ら
出
発
し
、
質
的
に
も
組
織
的
に

も
そ
の
基
本
原
理
を
侵
害
し
よ
う
と
し
な
い
立
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
(
日

改
革
に
あ
た
り
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
、
次
の
八
項
目
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

a
、
最
も
重
要
な
生
活
危
険
に
対
し
住
民
を
相
当
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に
保
障
す
る
こ
と
、

b
、
怒
意
的
差
別
化
の
禁
止
、

c
、
可
能
な
限
り
大
ぎ

な
透
明
、

d
、
最
良
の
予
防
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

e
、
自
己
答
責
の

促
進
、

f
、
公
正
な
負
担
配
分
、

g
、
最
大
の
効
果
、
h
、
管
理
費
用
の
最

小
化
、
で
あ
る
が
(
臼
)
、
次
に
、
そ
の
中
で
重
要
と
思
わ
れ
る
課
題
に
つ
い

て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

1 

長
も
重
要
な
生
活
危
険
に
対
す
る
、
相
当
の
保
障
と
い
う
命
令
は
、

保
護
の
完
全
な
欠
如
、
不
十
分
な
保
護
お
よ
び
過
度
の
保
護
を
禁
止
す
る
。

殊
に
、
発
達
し
た
諸
国
に
お
い
て
も
、
不
十
分
な
保
護
に
関
す
る
多
く
の
例

職
業
活
動
を
し
て
い
な
い
妻
が
廃
疾
に
な
っ
た
場

学
校
事
故
の
、
法
律
上
の
事
故
保
険

が
あ
り
(
た
と
え
ば
、

合
)
、
特
別
法
の
発
展
(
た
と
え
ば
、

へ
の
編
入
(
一
九
七
一
年
)
、

暴
力
行
為
の
犠
牲
者
の
補
償
請
求
権
(
一
九

七
六
年
)
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
の
欠
敏
が
な
お
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の

不法行為法の課題について

欠
倣
は
私
的
事
故
保
険
に
よ
っ
て
も
部
分
的
に
埋
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
子
供
、
青
少
年
お
よ
び
学
生
事

故
を
全
く
一
般
的
に
、
か
っ
、
家
政
に
従
事
し
て
い
た
妻
の
事
故
を
、
そ
れ

ぞ
れ
法
律
上
の
事
故
保
険
に
編
入
す
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国
民

事
故
保
険
は
も
は
や
遠
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
と
っ
て

も
、
全
体
的
改
革
の
問
題
、
つ
ま
り
、
し
ば
し
ば
歴
史
的
に
の
み
理
解
さ
れ

う
る
差
異
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
種
々
の
伝
統
的
補
償
規
則
が
、
事
故
に
対
す

る
包
括
的
で
統
一
的
な
保
険
(
お
そ
ら
く
そ
れ
を
越
え
て
さ
ら
に
病
気
に
対

し
で
も
)
に
よ
っ
て
霞
換
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
ど
う
か
、
を
検
討

す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
動
機
が
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る

(
m
l
m
s。

他
方
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
不
十
分
な
保
護
と

並
ん
で
過
剰
保
護
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
過
剰
保
護

は
、
労
働
事
故
の
被
害
者
に
対
す
る
法
律
上
の
事
故
保
険
で
用
い
ら
れ
る
抽

象
的
損
害
計
算
、
多
数
の
社
会
的
給
付
が
も
た
ら
す
協
調
の
欠
如
、
社
会
的

給
付
と
社
会
保
障
の
そ
の
他
の
源
泉
と
の
不
十
分
な
協
調
(
た
と
え
ば
、
法

律
上
の
年
金
保
険
と
企
業
上
の
養
老
制
度
の
累
積
は
、
年
金
者
が
職
業
活
動

中
よ
り
も
高
い
収
入
を
得
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
)
お
よ
び
補
充
的
な
自
己
配
慮
(
特
に
、
租
税

上
有
利
な
生
命
保
険
、
私
的
事
故
保
険
の
締
結
〉
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
こ

の
よ
う
な
過
剰
保
障
は
、
過
少
保
障
ほ
ど
不
利
に
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
知
れ

な
い
が
、
社
会
政
策
的
に
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
わ
け
で
も
、
過
剰
保

障
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
場
合
に
、
公
口
貴
意
識
あ
る
行
為
へ
の
刺
激
を
脅

か
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
剰
保
障
に
は
、
給
付
相
互
間
の
算
入

規
定
お
よ
び
租
税
法
の
改
革
を
通
じ
て
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
、

と
さ
れ
る

(
位

l
倒
)
。

2 

窓
意
的
差
別
化
の
禁
止
は
、
不
十
分
な
保
護
の
禁
止
に
関
連
す
る
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介

が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
近
時
の
社
会
保
障
の
動
向
を
理
解
す
る
う
え

で
最
も
重
要
な
改
革
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
課
題
に
よ

紹

れ
ば
、
形
式
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
同
種
な
い
し
同
価
値
の
構
成
要
件
を
異

な
っ
て
規
範
化
す
る
諸
規
定
は
排
斥
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
が
(
同
一
の

人
損
が
事
故
原
因
に
応
じ
て
異
な
っ
た
取
扱
い
を
受
け
る
(
因
果
理
論
)
の

は
満
足
の
い
く
こ
と
で
は
な
い
し
、
同
一
の
損
害
(
事
故
、
戦
傷
、
病
気
)

の
異
な
っ
た
処
理
に
も
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
)
、

現
代
の
傾
向
は
、

に
も
、
社
会
的
給
付
を
損
害
の
原
因
で
は
な
く
、
保
護
目
標
を
目
ざ
す
目
的

的
原
理
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
今
や
、
多
数
の
国
で
は
、
有
力
に
、

事
故
お
よ
び
病
気
の
犠
牲
者
に
対
す
る
同
一
の
方
法
に
よ
る
保
障
、
し
た
が

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
損
に
対
す
る
統
一
的
国
民
保
険
の
創
設
が
弁
護

さ
れ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
(
釘
|
ω
〉
0

3 

公
的
保
障
の
鍵
は
、
社
会
的
給
付
の
資
金
に
あ
る
が

(
町
四
)
、

な
費
用
配
分
と
い
う
特
別
に
重
要
な
命
令
は
、
従
来
あ
ま
り
に
も
顧
慮
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
課

題
が
あ
る
。
第
一
に
、
公
正
な
費
用
配
分
と
い
う
観
点
の
下
で
最
良
の
こ
と

は
、
公
的
な
社
会
的
給
付
の
資
金
を
排
他
的
に
人
の
収
入
に
応
じ
た
課
税
に

求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
時
に
資
金
の
完
全
な
透
明
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
多
く
の
国
(
た
と
え
ば
ス
エ

1
デ
ン
)
で
、
事

故
に
答
責
あ
る
加
害
者
に
対
す
る
社
会
保
険
者
の
求
償
が
代
替
な
し
に
削
除

さ
れ
た
こ
と
は
、
公
正
な
負
担
配
分
と
い
う
命
令
に
反
す
る
。
費
用
的
理
由

か
ら
求
償
権
の
行
使
が
拒
否
さ
れ
る
場
合
に
は
、
加
害
者
の
免
責
が
他
の
方

法
で
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
民
事
故
保
険
も
公
正
な
費
用

配
分
と
い
う
観
点
を
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
る
(
印

l
m
y

さ
ら
に
、
自
己
答
責
の
促
進
は
望
ま
し
く
、
分
担
金
お
よ
び
社
会
的

4 

正
当

給
付
は
、
自
己
努
力
の
刺
激
が
失
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
促
進
さ
れ
る
よ

う
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
ヒ

ツ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
公
的
保
障
を
た
ん
な
る
基
本
保
障
に
制
限
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
個
々
人
の
自
由
と
自
己
答
貨
は
、
公
的
保
障
が
、

次
の
範
囲
に
保
た
れ
て
い
る
場
合
に
は
損
害
を
受
け
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
公
的
保
障
が
な
け
れ
ば
、
当
該
者
の
状
況
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る

公
正

合
理
的
人
間
が
自
ず
か
ら
保
障
と
し
て
得
ょ
う
と
努
め
、
か
っ
、
私
的
に
調
達

す
べ
く
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
範
囲
で
あ
る
。
個
々
人
に
自
己
答
責
を
意
識
さ

せ
る
た
め
に
は
、
収
入
に
関
係
す
る
公
課
(
分
担
金
も
し
く
は
特
別
税
)
に
よ

る
資
金
が
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
的

給
付
請
求
権
は
自
己
配
慮
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

意
識
が
、
被
保
障
者
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
(
U
1
m
m
y

5 

そ
の
他
の
改
革
問
題
に
つ
い
て
も
若
干
ふ
れ
て
お
〈
こ
と
に
し
よ
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ぅ
。
ま
ず
、
社
会
的
給
付
者
の
管
理
費
用
は
多
く
の
国
で
制
度
的
改
革
を
通

じ
て
相
当
程
度
に
低
下
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
え

な
い
(
管
理
費
用
最
小
限
化
の
命
令
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
保
険
者
の
管
理

費
用
は
、
通
常
、
公
的
な
社
会
的
給
付
者
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
こ
と
が
確

認
で
き
る
の
で
、
私
保
険
者
か
ら
費
用
低
下
の
努
力
を
期
待
す
る
必
要
が
あ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
公
的
保
障
の
拡
大
に
対
す
る
私
保
険
者
の
闘
い
は

l

殊
に
個
人
の
自
己
答
責
の
思
想
を
援
用
す
る

l
、
そ
の
信
頼
性
を
失
な
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う

(η
ー

η
〉
。
(
な
お
、
社
会
法
秩
序
の
透
明
は
悪
い
状

態
に
あ
る
、
と
い
う
指
摘
(
防
)
は
、
管
理
費
用
最
小
限
化
の
命
令
に
関
連

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
。

次
に
、
社
会
保
障
資
金
を
最
良
に
分
配
す
る
た
め
に
必
要
な
、
最
大
限
の

効
果
と
い
う
命
令
は
、
全
体
的
計
画
の
中
で
請
求
権
を
順
位
e

つ
け
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
最
も
困
難
な
課
題
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
西
ド

不法行為法の課題について

イ
ツ
で
は
、
緊
急
性
の
問
題
に
つ
い
て
あ
る
種
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
可
能
と

(
叩
叫
〉

思
わ
れ
る
、
と
さ
れ
る
〈
叩

i
口)。

3 
(1) 

さ
て
、
事
故
損
害
の
克
服
は
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
と
同
じ
よ

う
に
、
社
会
保
障
の
古
典
的
目
標
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
事

故
損
害
法
の
将
来
的
構
想
に
つ
い
て
ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
比
較
法
学
会
報
告
「
保

険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
」
の
中
で
包
括
的
な
展
開
を
行
な
っ
て
い

る
。
将
来
が
そ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
る
国
民
事
故
保
険
の
モ
デ
ル
は
、
全
て
の

〈引む

関
連
あ
る
諸
問
題
に
対
す
る
最
良
の
全
体
的
解
決
を
可
能
に
す
る
が
、
同
報

門
沼
〉

告
で
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
の
争
い
え
な
い
長
所
と
し
て
、
主

と
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
事
故
補
償
法
を
参
照
と
し
つ
つ
、
八
項
目
に
わ

た
っ
て
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
主
要
な
問
題
点

3うZ

「
社
会
保
障
の
基
本
問
題
」
の
中
で
展
開
さ
れ
た
改
革
課
題
に
対
応
す

る
の
は
、
右
報
告
の
成
立
過
程
か
ら
考
え
て
も
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
右
課
題
に
対
応
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と

に
分
け
て
、
国
民
事
故
保
険
の
モ
デ
ル
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
第
一
に
、
不
十
分
な
保
護
の
禁
止
と
い
う
社
会
保
障
の
課
題
か
ら
み

て
、
国
民
事
故
保
険
は
、
事
故
の
際
に
一
挙
に
、
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
に
な

(
お
》

お
存
在
す
る
全
て
の
保
護
の
欠
飲
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る

(
回
目
〉
。

そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
事
故
保
険
で
は
、
特
定
事
故
類
型
に
対
す
る
特
別
規

制
が
伴
な
う
、
限
界
づ
け
の
困
難
お
よ
び
差
別
化
が
除
去
さ
れ
う
る
(
社
会

保
障
に
お
け
る
慾
意
的
差
別
化
の
禁
止
〉
。

こ
の
点
で
は
、
し
か
し
、

-
ジ
l
ラ
ン
ド
法
で
は
、
事
故
に
よ
る
保
護
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
保
護

目
標
か
ら
み
て
、
事
故
お
よ
び
病
気
に
よ
る
同
一
損
害
の
異
な
っ
た
扱
い
に

は
賛
成
で
き
な
い

(
m
l
m
y

第
二
に
、
負
担
配
分
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
典
型
的
危
険
領
域
の
担
い
手

ー
ユ

北法31(3-4・1-407)1339 



介

が
負
担
す
る
填
補
基
金
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
事
故
保
険
は
、

紹

法
律
的
(
公
正
な
負
担
配
分
〉
の
み
な
ら
ず
経
済
的
(
費
用
の
内
部
化
〉
に

も
、
最
良
の
費
用
配
分
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
で
は
、
二
つ
の
填
補
基
金
(
使
用
者
お
よ
び
自
動
車

(ud 

運
転
者
)
し
か
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
他

方、

一
般
的
加
害
危
険
(
た
と
え
ば
、
自
動
車
非
利
用
の
交
通
関
与
者
と
し

て
の
、
あ
る
い
は
監
督
義
務
の
侵
害
に
よ
る
、
事
故
惹
起
の
危
険
)
の
た
め

の
分
担
金
徴
収
の
放
棄
に
は
疑
問
が
な
い
。
さ
ら
に
、
企
業
的
活
動
の
外
に

あ
る
労
働
者
の
事
故
は
、
使
用
者
(
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
法
)
で
は
な
く
、

被
保
護
者
自
身
の
分
担
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
の
が
公
正
に
適
う
で
あ
ろ
う

ハ
ω

|
臼
)

0

〈
な
お
、
公
正
な
費
用
負
担
に
関
連
し
て
注
目
さ
る
べ
き
は
、

国
民
事
故
保
険
で
は
、
加
害
者
(
責
任
保
険
者
)
に
対
す
る
費
用
の
か
か
る

門

部

〉

求
償
が
余
計
と
な
る
と
し
つ
つ
も
、
代
替
の
な
い
求
償
権
削
除
は
、
経
済

的
、
社
会
政
策
的
お
よ
び
憲
法
上
の
理
由
か
ら
拒
否
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ

ら
た
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う

(
m
l斜〉。〉

そ
の
他
、
国
民
事
故
保
険
で
は
、
損
害
規
制
の
一
般
的
な
単
純
、
迅
速
、

低
廉
化
が
可
能
と
な
る
(
「
管
理
費
用
最
小
限
化
の
命
令
」
)
と
と
も
に
、
事

故
予
防
お
よ
び
事
故
被
害
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
(
ニ
ュ

1
ジ
l
ラ
ン

ド
法
で
は
、
目
標
と
し
て
、
補
償
の
前
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
)
に
関
す
る

努
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
〈
「
最
良
の
予
防
お
よ
び
リ
ハ
ピ

リ
テ
l
シ
ョ
ン
」
)
〈
灯
、
的
〉
。

社
会
保
障
の
改
革
課
題
と
の
対
応
な
し
に
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
と

。。
し
て
重
要
な
の
は
、
な
に
よ
り
も
、
事
故
損
害
法
に
お
け
る
個
人
的
答
賓
の

思
想
で
あ
ろ
う
。

ヒ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
個
人
的
答
責
の
思
想
は
、
時
に
、
広
げ
ら
れ

す
ぎ
(
た
と
え
ば
、
自
動
車
非
利
用
の
交
通
関
与
者
の
厳
格
す
ぎ
る
責
任
)
、

時
に
、
無
視
さ
れ
て
き
た
ハ
加
害
者
は
、
原
則
と
し
て
、
最
も
重
大
な
過
失

が
あ
る
場
合
に
も
責
任
保
険
者
か
ら
完
全
に
免
責
さ
れ
る
)
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
国
民
事
故
保
険
の
領
域
で
は
、
こ
の
思
想
は
、
本
来
の
内
容
に
減
縮

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
宥
恕
し
う
る
過
ち
は
、
い
か
な
損
害
賠
償
法
上
の

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
(
求
償
責
任
な
い
し
請
求
権
短
縮
〉
を
も
惹
起
す
べ
き
で
は

な
い
が
、
他
方
、
答
貢
を
欠
く
か
無
思
慮
な
行
為
は
、
い
か
な
る
保
護
に
も

値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
方
で
、

加
害
者
は
求
償
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
被
害
者
は
請
求
権
を
短
縮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
で
は
、
ェ
ュ
l
ジ
l
ラ
ン
ド
法

は
、
故
意
的
自
己
加
害
の
場
合
を
除
い
て
、
極
端
な
過
失
の
場
合
で
す
ら
、

完
全
に
損
害
賠
償
法
上
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
放
棄
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
全
体
的
放
棄
は
、
損
害
予
防
お
よ
び
被
保
険
者
が
形
成
す
る
損
害

北法31(3-4・1-408)1340 



負
担
危
険
共
同
体
内
部
に
お
け
る
公
正
な
負
担
配
分
、
と
い
う
こ
つ
の
観
点

か
ら
問
題
と
な
り
う
る
、
と
さ
れ
る
(
白

l
m
v

右
の
二
つ
の
観
点
の
う
ち
、
後
者
が
、
求
償
権
廃
止
の
代
替
措
置
の
場
合

と
は
異
な
っ
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
無
思
慮
も
し
く
は
異
常
に
無
思
慮
に
行
為
す
る

加
害
者
あ
る
い
は
被
害
者
は
、
軽
率
に
惹
起
さ
れ
た
損
害
が
、
他
の
分
担
金

支
払
者
の
負
担
に
お
い
て
完
全
な
額
で
填
補
さ
れ
る
こ
と
を
、
要
求
し
え
な

(
お
〉ぃ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

不
法
行
為
法
の
課
題

(1) 

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ヒ
ッ
ペ
ル
の
近
著
を
通
じ
て
、
第
一
に
、

事
故
(
人
身
〉
損
害
法
は
社
会
保
障
法
の
発
展
を
踏
ま
え
て
考
察
さ
れ
る
べ

不法行為法の課題について

き
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
発
展
の
最
後
に
は
、
国
民
事
故
保
険
の
モ
デ
ル
が

存
在
し
う
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方

の
特
色
は
、
著
者
の
他
の
諸
業
績
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
現
代
社
会

保
障
法
の
理
論
的
分
析
か
ら
右
の
結
論
に
到
達
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
社
会

保
障
法
(
事
故
損
害
法
〉
に
関
連
す
る
諸
問
題
を
全
体
的
に
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
須
の
基
本
的
課
題
を
摘
出
し
よ
う
と
し

た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
注
目
し
た
よ
う
に
、

た
と
え
ば
、
社
会
保
障
の
課
題
の
下
に
、
私
保
険
の
機
能
が
合
せ
て
検
討
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
論
的
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
社
会
保
障
(
人
身

損
害
の
克
服
)
を
考
察
す
る
視
野
を
拡
大
さ
せ
る
点
で
、
極
め
て
示
唆
的
で

あ
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
著
者
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
た
問
題
点

の
す
べ
て
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
即
座
に
受
容
可
能
な
も
の
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
人
身
損
害
法
の
社
会
保
障
法
的
発
展
は
、
伝
統

的
不
法
行
為
法
の
活
動
領
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
お
か
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
法
の
体
系
的
整
序
の
必
要
性
が

主
張
さ
れ
て
い
る
こ
の
時
期
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
人
身
損

宝
ロ
の
克
服
に
関
す
る
社
会
保
障
法
的
発
展
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
克
服
に

と
ど
ま
ら
な
い
独
自
の
使
命
を
担
っ
た
新
し
い
不
法
行
為
法
を
樹
立
す
る

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ヒ
ッ
ベ
ル
学
説
の

紹
介
を
契
機
に
、
右
作
業
に
と
っ
て
重
要
と
恩
わ
れ
る
観
点
の
い
く
つ
か
を

提
示
し
て
今
後
の
研
究
の
足
が
か
り
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(2) 

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
故
損
害
の

克
服
が
今
日
な
お
不
法
行
為
法
の
主
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

(
U
a
d
 

と
お
り
で
あ
る
が
、
他
方
、
こ
の
間
題
が
強
調
さ
れ
る
反
面
で
、
近
時
、
人
格
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介

権
の
保
護
な
ど
個
人
の
自
由
活
動
領
域
の
確
定
と
い
う
、
不
法
行
為
法
の
他

の
課
題
の
重
要
性
が
次
第
に
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

門

部

)
る
。
前
者
が
、
ニ
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
、
不
法
行
為
法
の
廃

止
そ
の
も
の
を
目
標
と
す
る
可
能
性
を
持
つ
の
に
対
し
、
後
者
が
有
責
性
賓

〈

mv

任
の
本
来
的
意
義
を
重
視
す
る
点
で
、
両
者
は
相
矛
盾
し
た
内
容
を
持
つ
も

紹

の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
〈
事
故
に
基
づ
く
)
人
身
損
害
の
補
償
も
広
い
意

味
に
お
け
る
人
格
の
保
護
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
人

格
権
の
保
護
は
、
今
や
、
現
代
不
法
行
為
法
の
中
心
に
立
つ
に
い
た
っ
た
、

と
い
え
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
人
格
権
が
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
の
機
能
領
域

を
持
ち
う
る
こ
と
を
認
識
せ
し
め
た
と
い
う
点
で
は
、
あ
ら
た
め
て
、
大
阪

(

ω

d

 

国
際
空
港
事
件
の
重
要
性
が
想
起
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
阪
国
際
空
港
事
件
で
は
、
環
境
保
護
の
た
め
の
新
し
い
法

規
範
の
創
造
が
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
人
身
損
害
の
克
服

も
、
同
じ
よ
う
に
、
結
局
は
、
損
害
賠
償
規
範
な
い
し
制
度
の
改
革
を
百
標

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
法
行
為
法
が
人
格
的
利

益
の
保
護
と
い
う
現
代
的
課
題
を
果
た
し
う
る
た
め
に
は
、
損
害
賠
償
制
度

の
改
革
と
と
も
に
個
人
の
自
由
活
動
領
域
(
権
利
領
域
)
の
あ
ら
た
な
確
定

と
い
う
、
従
来
に
お
け
る
と
は
異
質
の
目
的
に
対
応
し
う
る
不
法
行
為
理
論

戸
川
仙
〉

が
開
拓
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
で
は
、
不
法
行
為
法
の
将
来
像
に
関
す
る
日
独
双
方
の
議
論
を
対
比

さ
せ
つ
つ
右
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
そ
れ
は
、
従
来
、
ほ
と

ん
ど
一
方
的
で
あ
っ
た
日
独
両
法
の
関
連
を
聞
い
直
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

2 
{l) 

不
法
行
為
法
の
将
来
像
は
、
ド
イ
ツ
で
は
主
と
し
て
事
故
損
害
の

克
服
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
近
時
は
、
ヒ
ッ
ペ
ル
の
近
著

に
典
型
的
な
よ
う
に
、
事
故
損
害
法
の
改
革
が
、
な
か
ん
ず
く
、
社
会
保
障
の

観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
、
と
い
う
特
色
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
ゎ

れ
わ
れ
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
特
別
法
の
増
加
お
よ
び
責
任
義
務
法
の
求
償

要
件
法
へ
の
転
化
と
い
う
事
実
認
識
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
保
障
か
ら
の

考
察
と
い
う
視
角
に
は
、
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
と
い
う
課
題

に
与
し
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
社
会
保
障
で
は
、
被
保
障
者
(
事
故
犠
牲
者
)
の
保
護
を
念
頭

に
置
く
こ
と
で
事
足
り
る
の
で
、
答
責
あ
る
特
定
加
害
者
の
追
及
を
通
じ
て

被
害
者
の
保
護
を
も
顧
慮
す
る
不
法
行
為
法
に
相
違
し
て
、
改
革
さ
れ
る
べ

き
現
行
法
を
評
価
す
べ
き
観
点
が
一
義
的
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

門
的
恒
)

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
社
会
保
障
の
範
囲
(
た
と
え
ば
、
基
本
保
障
)
に
関
連
し

て
、
潜
在
的
被
害
者
の
自
己
答
責
促
進
の
思
想
が
重
要
な
課
題
と
な
る
に
す

ぎ
な
い
で
あ
ム
ぅ
。

。)
他
方
、
ド
イ
ツ
で
は
社
会
保
障
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
不
法
行
為
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法
の
問
題
と
し
て
は
、
現
行
シ
ス
テ
ム
内
の
改
革
(
た
と
え
ば
、
使
用
者
責

(
同
日
〉

任
、
生
産
者
責
任
、
危
険
責
任
な
ど
)
は
と
も
か
く
、
保
険
的
保
護
に
よ
る

責
任
法
の
置
換
と
い
う
テ
l
マ
に
、
積
極
的
で
あ
れ
、
消
極
的
で
あ
れ
、
本

格
的
反
応
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、

人
身
損
害
(
特
に
事
故
損
害
)
の
克
服
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
、
現
在
必

要
と
さ
れ
る
の
は
、
も
は
や
、
有
資
性
原
理
の
強
調
や
基
本
保
障
を
目
的
と

す
る
複
線
型
な
ど
の
議
論
で
は
な
く
て
、
将
来
の
あ
る
べ
き
制
度
(
社
会
保

障
は
そ
の
一
つ
の
可
能
性
を
一
不
す
)
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
道
す
じ
を
不

法
行
為
法
の
中
に
開
拓
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
ヒ
ッ
ベ
ル
学
説

が
い
み
じ
く
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
社
会
保
障
そ
の
も
の
と
事
故
損
害
法
の

課
題
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
な
い
以
上
(
た
と
え
ば
、
同
じ
自
己
答

責
の
思
想
が
、
社
会
保
障
で
は
潜
在
的
被
害
者
の
自
己
配
慮
、
事
故
損
害
法

で
は
、
加
害
者
の
責
任
追
及
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
)
、
右
の
作
業
は
、
保
険

不法行為法の課題について

的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
を
、
よ
り
実
際
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に

も
、
不
可
欠
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
で

は
、
不
法
行
為
法
の
一
般
理
論
(
行
為
違
法
、
結
果
違
法
を
め
ぐ
る
故
意
、

過
失
、
違
法
性
)
が
、
わ
が
国
へ
の
精
力
的
な
紹
介
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

動
車
事
故
補
償
の
改
革
案
が
提
示
さ
れ
た
当
時
、
す
で
に
終
了
し
、

そ

の

後
、
ほ
と
ん
ど
発
展
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
社
会
保
障
と
い
う
外
部

か
ら
の
影
響
に
対
し
て
、
伝
統
的
不
法
行
為
法
が
充
分
に
対
処
し
え
て
い
な

い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

3
川
ド
イ
ツ
法
と
異
な
っ
て
わ
が
国
で
は
、
人
身
損
害
の
克
服
に
主
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
は
、
社
会
保
障
で
は
な
く
て
、
不
法
行
為
法
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
か
ら
見
る
と
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
過

は
、
か
え
っ
て
、
不
法
行
為
法
の
役
割
を
、
た
ん
に
社
会
保
障
と
い
う
限
ら
れ

た
視
点
で
は
な
く
、
従
来
の
法
発
展
を
防
ま
え
た
不
法
行
為
法
の
一
般
的
考

察
に
基
づ
い
て
検
討
す
る
、
と
い
う
好
ま
し
い
契
機
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
不
法
行
為
法
の
シ
ス

テ
ム
を
芳
え
る
に
あ
た
り
、
事
故
損
害
の
克
服
を
越
え
て
、
不
法
行
為
法
の

他
の
課
題
を
も
包
摂
し
や
す
〈
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
右
の
こ
と
に
関

連
し
て
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
が
転
換
期
に
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
も

の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
、
交
通
事
故
訴
訟
の
激
減
お
よ
び
国
家
賠
償
誇
求
訴

(
H
H
d
 

訟
、
公
害
訴
訟
、
医
療
過
誤
一
訴
訟
、
製
造
物
責
任
訴
訟
な
ど
の
増
加
と
い
う

相
反
す
る
現
象
は
、
比
較
法
的
に
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(2) 

」
の
よ
う
な
新
し
い
事
態
へ
の
妥
当
な
対
処
を
見
出
す
た
め
に
は
、

し
か
し
、
ま
ず
従
来
の
、
わ
が
不
法
行
為
法
の
特
色
を
概
帥
附
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
民
法
七

O
九
条
を
中
心
と
す
る
わ
が
不
法
行
為
法
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介

に
解
釈
学
上
、
圧
倒
的
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
、
近
似
し
た
条
文
よ
の

体
裁
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
法
(
一
三
八
二
条
)
で
は
な
く
て
、
ド
イ
ツ
法
(
八

紹

二
三
条
一
、
二
項
、
八
二
六
条
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
例
は
、
権
利
侵
害

を
違
法
性
概
念
に
置
換
え
る
と
い
う
試
み
で
あ
ろ
う
。

こ
の
学
説
は
、
そ
の
後
の
批
判
的
検
討
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
不
法
行

為
法
の
構
造
を
事
実
上
、
決
定
す
る
ほ
ど
の
余
後
効
を
現
在
な
お
持
ち
続
け

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
時
の
学
説
継
受
と
で
も
い
え
る
感
を
呈
し

た
ド
イ
ツ
不
法
行
為
理
論
(
行
為
違
法
、
結
果
違
法
に
始
ま
る
論
争
お
よ
び

そ
の
推
移
)
の
紹
介
は
、
遠
く
は
、
違
法
性
概
念
の
導
入
に
基
因
す
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
学
説
へ
の
関
心
が
、

わ
が
国
の
通
説
に
対
す
る
批
判
と
い
う
積
極
的
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

が
法
に
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
え
た
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
問
題
の

よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
危
険
責
任
が
有
責
性
責
任
と
対
置
さ
れ

〈

H
W
V

ハM
明

)

る
ほ
ど
の
意
義
を
持
つ
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
、
わ
が
国
に
は
、
交
通
事
故
を

除
く
ほ
と
ん
ど
全
て
の
他
分
野
に
お
い
て
、
不
法
行
為
は
、
原
則
と
し
て
七

O
九
条
で
処
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
情
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
有
責
性
責
任
に
関
す
る
ド
イ
ツ
不
法
行
為
学
説
そ
の
も
の
は

わ
が
国
の
実
状
に
な
じ
み
難
く
、
か
っ
、
な
じ
み
難
い
不
法
行
為
類
型
の
克

服
こ
そ
が
、
わ
が
不
法
行
為
法
の
主
要
課
題
で
も
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
有
資
性
原
理
の
変
質
を
評
価
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
右
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、
変
質

を
余
儀
な
く
さ
せ
る
ほ
ど
に
重
大
な
不
法
行
為
訴
訟
が
相
次
い
だ
と
い
う
事

実
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
七

O
九
条
中
心
の
わ
が
不
法
行
為
法
は
、
次
第
に
特
別
法
に
よ
る

補
完
を
受
け
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
人
身
損
害
の
填
補
を
対
象
と
す
る
特
別

法
な
い
し
特
別
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
特
色
が
う
か
が
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
自
賠
法
を
骨
格
と
す
る
自
動
車
事
故
損
害一

賠
償
制
度
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
民
事
責
任
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
は
い

え
、
す
で
に
相
当
程
度
に
進
ん
だ
補
償
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
領
域
が
あ

る
。
第
二
に
、
特
別
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
領
域
で
は
、
過
失
責
任

に
過
度
の
負
担
が
課
さ
れ
、
か
っ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
不
法
行
為
訴
訟
が
ド

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
深
刻
化
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
近
、

平
井
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
相
反
す
る
傾
向
を
持
つ
不

(
U
a〉

法
行
為
訴
訟
の
二
大
類
型
は
、
右
の
二
つ
の
特
色
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
で
、
特
に
、
不
法
行
為
法
を
基

円
一
柑
)

礎
と
し
て
「
法
政
策
学
」
的
思
考
が
強
調
さ
れ
始
め
て
い
る
の
は
、
過
失
責

任
を
柱
と
し
て
発
展
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
が
不
法
行
為
法
の
特
殊
構
造

に
も
由
来
し
て
い
よ
う
。
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(3)' 

新
し
い
制
度
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
不
法
行
為

訴
訟
の
増
加
は
、
不
法
行
為
法
が
現
代
的
課
題
を
果
た
し
う
る
た
め
に
必
要

と
さ
れ
る
も
の
は
何
か
を
、
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
事
故

損
害
法
な
い
し
人
身
損
害
法
の
改
革
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
と
い
う
限
ら

れ
た
視
点
か
ら
の
接
近
が
唯
一
の
道
す
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

重
要
な
の
は
、
将
来
の
あ
る
べ
き
制
度
を
模
索
し
つ
つ
、
不
法
行
為
法
自
体

を
内
容
的
に
変
更
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
試
み
こ
そ
が
、
結

局
は
、
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換
を
可
能
に
す
る
近
道
で
も
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
ヒ
ッ
ベ
ル
学
説
か
ら
知
り
え
た
よ
う

に
、
事
故
損
害
法
の
領
域
で
は
、
社
会
保
障
に
お
け
る
と
は
異
な
っ
て
、
個

人
的
答
責
の
思
想
、
公
正
な
負
担
者
の
決
定
、
求
償
権
な
ど
、
本
来
的
に
不

不法行為法の課題について

法
行
為
法
に
関
連
す
る
重
要
問
題
の
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
右
の
試
み
が
行
な
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
典
型
例
で
あ
る
と
い
う

〔
品
目
〉

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
不
、
法
行
為
法
の
中
か
ら
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
制

度
を
も
醸
成
す
る
と
い
う
方
法
は
、
現
在
、
主
要
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
人
身
損
害
の
克
服
を
越
え
て
、
不
法
行
為
、
法
を
現
代
的
課
題
に
対
応
さ
せ

る
べ
く
広
い
視
野
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
最
後
に
、
以
上
の
諸
考
察
を
不
法
行
為

法
の
シ
ス
テ
ム
に
関
連
さ
せ
て
要
約
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
比
較
法
的

に
は
、
現
在
不
法
行
為
法
の
重
要
課
題
は
、
帰
資
原
理
に
応
じ
た
機
能
領
域

の
割
り
当
て
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
の
必
要
性

は
、
七

O
九
条
の
適
用
が
一
種
の
混
迷
状
況
を
呈
し
て
い
る
わ
が
国
に
特
に

(
m
u
 

あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
身
損
害
の
克
服
に
関
す
る
比
較
法
的

動
向
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
右
の
試
み
は
、
た
ん
に
個
人
聞
に
発
生
し
た
過
去

の
損
害
の
確
認
を
目
的
と
し
た
類
型
化
に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
わ
れ
わ
れ
は
、
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置
換

が
要
求
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
(
事
故
法
な
い
し
人
身
損
害
法
の
最
終
目
標

は
、
社
会
保
障
に
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
可
そ
れ
だ
け
、

不
法
行
為
法
が
独
自
な
存
在
意
義
を
持
つ
た
め
に
も
、
自
由
活
動
領
域
を
相

当
に
限
界
，
つ
け
る
と
い
う
諜
題
(
特
に
人
格
権
に
関
し
て
)
が
重
要
と
な
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
格
的
利
益
の

保
護
が
、
不
法
行
為
法
の
主
要
課
題
を
結
び
つ
け
う
る
も
の
と
し
て
、
今

後
、
核
心
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
不
法
行
為
法
の
シ
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介

ス
テ
ム
は
、
次
の
よ
う
な
機
能
を
中
心
と
し
て
組
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω人
格
的
利
益
の
保
護
、

(
a
〉
人
身
損
害
の
規

紹

制
。
こ
れ
は
最
終
的
に
は
社
会
保
障
の
分
野
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
b
〉

人
格
権
の
保
護
、

ω財
産
的
利
益
の
保
護
、
(

a

)

財
産
的
損
害
に
対
す
る
保

護、

(
b
〉
営
業
的
活
動
の
保
護
で
あ
る
。
川

(
a
〉、

ω
(
a
)
は
、
主
と
し
て

損
害
補
償
、
川

(
b
)
、

ω
(
b
)
は
、
自
由
活
動
領
域
の
確
定
を
そ
れ
ぞ
れ
目

的
と
す
る
。
後
者
の
領
域
で
は
、
な
か
ん
ず
く
、
権
利
概
念
の
機
能
お
よ
び

差
止
請
求
権
が
重
要
と
な
り
、
損
害
補
償
の
領
域
(
特
に
、
人
身
損
害
)
で

は
、
損
害
補
償
の
た
め
の
制
度
を
顧
慮
し
て
、
法
政
策
的
判
断
が
講
じ
ら
れ

る
事
例
が
増
加
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

2 

要
す
る
に
、
人
身
損
害
の
規
制
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
実

験
は
、
比
較
法
的
に
無
視
で
き
な
い
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
外
部
か
ら
の
侵
食
に
直
面
し
て
、
不
法
行
為
法
は
、
い
ま
だ
新
し
い
状
況

に
対
応
す
べ
き
道
を
見
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
故
損
害
の
規
制
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
い
る
英
米
法
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
ο

な
ぜ
な
ら
、
事
故
損
害

の
合
理
的
規
制
と
い
う
テ
l
マ
そ
の
も
の
は
も
は
や
決
し
て
新
し
い
も
の
で

は
な
い
し
、
不
法
行
為
法
の
主
要
課
題
が
そ
こ
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
今
後
の
不
法
行
為
法
に
関
す
る
直
接
の

模
範
例
は
い
ず
れ
の
国
に
も
存
在
し
な
い
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状

況
の
中
に
あ
る
。
こ
の
時
期
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、

歴
史
的
経
過
お
よ
び
比
較
法
的
動
向
を
十
分
に
顧
慮
し
つ
つ
も
、
わ
が
国
独

自
の
不
法
行
為
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
、
わ
が
不
法
行
為
法
が
、
素
材
的
興
味
を
越
え
て
、
真
に

比
較
法
的
に
貢
献
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
不
法
行

為
法
は
、
ま
さ
に
、
わ
が
国
の
法
学
的
水
準
の
試
金
石
を
問
わ
れ
て
い
る
最

初
の
分
野
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
一
九
八

O
年
一

O
月
、
バ
ー
ク
レ
ー
に
て
)

(

1

)

苫
刊
S
E
m
-
出
。
ロ
ロ
巾
ア
ぐ
O
口
出
号
官
巾
戸
国
民
宮
口
問
的
刊
a
a
N
Eロ
m

E
R
r
〈
民
曲
目
白
r
o
gロ岡田曲円
}
H
E
N
-
S∞0
・
己
(
旦
刊
ヨ
百
巴
・
(
以
下

目
え
Z
ロ民的。『曲目同
N
Z
ロ
m
と
し
て
引
用
す
る
〉
。

(

2

)

〈
m
-
-
-
Zえ
宮
口
ぬ
∞
開
門
田
2
Nロロ
m
・
8
ロ・

(
3
〉

開

Fro
〈
D口
出
GHMO--
の円ロロ門田町円同ぬ白ロ

ι
2
ω
D
N
S
Fロ
ω-nr2r冊目?

5
3・
(
以
下
、

O
B
E骨
骨
肉
一

g
と
し
て
引
用
す
る
〉
。

(
4
)
H
W
F
m
〈
Oロ
Z-官官。「

ωnF同門
rwロ白血己国
m
r
r
r
r
g
〈
R
r
m
y『田=ロー

E--op
国
主
苫
ロ
閃
曲
目
円
曲
目
HNロロぬ
ι
E
5
F
〈刊門的
-n-52口四回由ロ
}MEN-
何一口町

同叩
n
r
z
z『
m
F
E
M
g
L
m
dロ件目門的ロ
nFロロ
m-
沼田∞・

(
4
a
〉
〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕
不
法
行
為
理
論
の
展
望
・
私
法
四
一
号
一

八
一
一
貝
(
星
野
)
、
二

O
九
頁
(
沢
井
)
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
5〉
〈
的
]
・
・
白
血
HH白l
f
M
u
m
門
出
「
切
開
口
U
F
F
O芯
開
口
窓
口
}
同
町
広
E
口
町
内
同
町
田
切
の
匂
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介

数
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

(
幻
)
注
(
日
)
の
穴

ONe-
論
文
参
照
。

ハ
お
〉
ヒ
ッ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
私
的
な
事
故
保
険
は
、
そ
の
法
外
な
管
理

費
用
の
た
め
に
不
相
当
に
高
く
つ
く
の
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
よ

う
な
一
つ
の
包
括
的
国
民
事
故
保
険
が
、
公
的
保
障
プ
ラ
ス
私
的
な
補

充
的
保
険
よ
り
も
、
個
々
の
市
民
に
と
っ
て
費
用
的
に
有
利
で
あ
る

(初)。

ハ
m
a
)

西
ド
イ
ツ
で
は
、
健
康
保
険
組
合
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
疾
病

補
助
金
(
三
年
間
の
う
ち
最
大
限
七
八
週
〉
は
、
病
気
に
な
っ
た
者
が

|
疾
病
補
助
金
に
つ
き
租
税
お
よ
び
社
会
的
負
担
を
免
除
さ
れ
る
の
で

|
通
常
の
場
合
、
い
か
な
る
利
得
喪
失
を
も
こ
お
む
ら
な
い
ほ
ど
に
高

い
。
そ
の
結
果
、
病
気
に
基
因
す
る
収
入
の
下
落
を
補
償
す
る
た
め
の

社
会
的
給
付
は
、
明
ら
か
に
以
前
の
労
働
収
入
の
一

O
Oパ
ー
セ
ン
ト

よ
り
も
下
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
お
)
。

(
却
)
ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
紹
介
す
る
。
任
意
的
な
企
業
上

の
社
会
的
給
付
(
特
に
養
老
制
度
〉
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
非
常
に
優
勢
的
に

与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
殆
ん
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
企
業
上
の
社
会
的
給
付

の
費
用
は
、
通
常
、
価
格
に
入
り
込
む
の
で
、
労
働
者
の
あ
る
一
部
に

の
み
役
立
つ
給
付
が
、
間
接
的
に
は
、
全
住
民
に
よ
っ
て
資
金
を
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
高
に
不
当
な
結

果
は
、
公
的
保
障
の
よ
り
広
汎
な
構
築
に
よ
っ
て
企
業
上
の
養
老
制
度

紹

を
押
し
の
け
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。

4
・

2-官
官
~
・
の
『
ロ
ロ
丘
町
胆

m
g
L品・

(
初
〉
西
ド
イ
ツ
で
は
、
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
変
化
の
た
め
の
委
員
会

〔
一
九
七
七
年
)
が
提
出
し
た
優
先
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
次
の
課
題
が

特
別
に
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
国
民
の
た
め
の

(
効
果
的
な
〉
実
質
的
基
本
保
障
の
創
設
に
よ
る
貧
困
の
除
去
、
養
老

制
度
に
お
け
る
欠
紋
の
埋
め
合
せ
、
社
会
的
末
端
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る

雇
用
の
強
化
、
健
康
保
障
シ
ス
テ
ム
の
一
一
層
の
発
展
、
な
ど
で
あ
る

(
n
y
 

(
引
此
〉

4
m】・・

4
・
回
目
司
宮
「
出
回
同
宮
ロ
ぬ
白
骨
吋
認
定
回
目
m
・
日
戸
時

(

沼

〉

4
・

ZGHum】・

2hwHEロ
ぬ

8
5
2
N
E白
h
p
日町内・

(
お
)
た
と
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
広
汎
に
発
達
し
た
社
会
的
給
付

シ
ス
テ
ム
を
持
つ
諸
国
に
於
て
も
、
長
期
的
労
働
不
能
の
場
合
の
収
入

喪
失
に
対
す
る
保
護
、
扶
養
者
死
亡
の
場
合
の
遺
族
の
保
護
は
、
不
十

分
で
あ
り
、
妻
の
労
働
不
能
の
危
険
お
よ
び
子
供
、
青
少
年
の
後
発
的

就
業
不
能
の
危
険
は
、
社
会
扶
助
の
最
低
保
障
以
外
に
は
、
通
常
、
填

補
さ
れ
得
な
い
(
日
山
〉
。

(
M
M

〉
生
産
者
の
資
金
関
与
、
な
ら
び
に
、
建
物
、
施
設
あ
る
い
は
企
業

上
の
出
来
事
か
ら
生
ず
る
危
険
に
対
す
る
特
別
の
分
担
金
(
同
じ
こ
と

が
特
定
職
業
の
行
使

l
た
と
え
ば
、
医
者
、
建
築
家
1

に
結
び
つ
け
ら

れ
る
加
害
危
険
に
あ
て
は
ま
る
)
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

(
m
y

(
お
〉
求
償
権
拒
否
の
代
替
は
、
企
業
危
険
(
特
に
自
動
車
責
任
お
よ
び

生
産
者
責
任
〉
の
た
め
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
あ
て
は

ま
り
、
社
会
保
険
者
に
対
す
る
責
任
保
険
者
の
定
期
的
一
括
払
い
に
よ

ゴと法31(3-4・I.416)1348 



不法行為法の課題について

っ
て
達
成
さ
れ
る
ハ
倒
〉
。
ハ
な
お
、
自
動
車
な
い
し
生
産
物
税
の
導
入
も

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
き
、

4m---
〈

-z-司
H
M
m
Y
O
Eロ島町
3
m
E・
g-〉

(
町
四
)
な
お
、
ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
そ
の
他
、
社
会
保
障
の
基
本
問
題
の
中
で

論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
国
民
事
故
保
険
の
長
所
と
し
て
、
保
険
者
の
支
払

不
能
の
危
険
の
除
去
、
私
保
険
よ
り
も
容
易
に
、
定
期
的
上
昇
に
よ
り

事
故
年
金
を
経
済
的
発
展
に
適
合
さ
せ
、
同
時
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

か
ら
の
保
護
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
(
印
)
。

(
幻
)
注
〈
4
a
)
参
照
。

(
閉
山

a
)

人
身
損
害
に
関
し
、
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
が
抱
え
て
い
る
諸

問
題
は
、
特
集
・
損
害
賠
償
制
度
と
被
害
者
の
救
済
・
ジ
ュ
リ
六
九
一

号
(
一
九
七
九
年
)
の
中
で
総
合
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(ga---何回曲目吋・
4
く

3
3・
∞
口
吉
5
3
n
F
回
世
田
弘
同
・
回
町
田

O
E
R
R

↓
巾
戸
、
H
，m-F回
目
L
M
-

同
申
叶
タ
ロ
ミ
・

ハ
叩
却
〉
〈

m---
ぐ
・
の
同
町
B
E
R
R
-
白・白・

0
・・
N
串
・
穴
α
H
F
白・白・

0
・・印日・

〈M
W
)

大
阪
高
判
昭
五

0
・
一
一
・
二
七
判
時
七
九
七
号
三
六
頁
は
、
人

格
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
個
人
の
生
命
、

身
体
、
精
神
お
よ
び
生
活
に
関
す
る
利
益
は
、
各
人
の
人
格
に
本
質
的

な
も
の
で
、
そ
の
総
体
を
人
格
権
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
、
人

格
権
の
概
念
に
よ
っ
て
、
名
誉
、
肖
像
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
あ
る
い
は
著

作
権
等
の
保
護
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
、
人
格
的
利
益
の
そ
の
よ
う
な
面
に
つ
い
て
、
他
人
の
行
為
の
自
由

と
の
抵
触
お
よ
び
そ
の
調
整
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
根
源
的
な
人
格
的
利
益
を
も
総
合

し
て
、
人
格
権
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
何
ら
支
障
と
な
る
も
の
で
は
な

い。」

(
M
U
)

平
井
宣
雄
「
不
法
行
為
理
論
に
つ
い
て
の
一
展
望
」
私
法
四
一
号

二
O
ニ
頁
(
一
九
七
九
年
〉
で
は
、
「
制
度
を
デ
ザ
イ
ン
し
再
設
計
す
る

た
め
の
基
礎
理
論
」
(
法
政
策
学
的
思
考
)
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
代
不
法
行
為
法
の
、
重
要
で
は
あ
る

が
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
課
題
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(必
)
d
m
-
J
聞
ハ
白
神

N
u
p
p

。3A戸市山
内
・

(
m
N

〉

dHm-・・阿ハ
U
H
N
-

〉
-
2
5ロ
m
H
U
8
2
2回
相

ι
2
河刊向。円
B
円山内田島
2
2
n
r・

g
u
m
-
-
r
Z
H
2
Z
P
H
u
g
-
〈
一
九
八

O
年
五
月
、
ケ
ッ
ツ
教
授
来
日

講
演
の
原
稿
〉
。

(
仏
)
平
井
宣
雄
「
現
代
法
律
学
の
課
題
」
法
律
学
|
社
会
科
学
へ
の
招

待
!
(
平
井
宣
雄
編
)
一
コ
一
頁
以
下
、
二
三
頁
、
平
井
前
掲
論
文
・
私

法
四
一
号
一
九
八
|
一
九
九
頁
参
照
。

(日叫〉

4m---
何回曲。円相

U
日開

N
d〈
冊
目
印
円
当
』
門
戸

mrm-仲
ロ
ロ
曲
巾
『
町
田
国
阻
止
司

2
n
z・

円。
n
r
z・』

Nsa-HN申
・
不
法
行
為
法
上
の
論
争
に
契
機
を
与
え
た

B
G
H
民
事
大
法
廷
(
切
の
出
N
N
P
C
は
、
八
三
一
条
(
八
二
三
条

一
項
)
の
違
法
な
加
害
の
判
断
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
判
示
が
、

特
に
、
不
法
に
つ
い
て
の
責
任
と
は
異
な
る
危
険
責
任
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
必
〉
わ
が
国
で
危
険
責
任
の
思
想
が
実
際
に
貫
徹
さ
れ
始
め
た
の
は
、

自
動
車
煩
害
賠
償
保
障
法
(
一
九
五
五
年
)
以
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。
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介

(
幻
)
わ
が
国
の
不
法
行
為
法
が
有
責
性
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
事
情
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
特
色
を
も
た
ら

し
て
い
る
と
い
う
点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
被
害

者
保
護
の
た
め
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
場

合
、
わ
が
国
で
は
、
特
に
、
民
事
責
任
の
制
裁
的
機
能
な
い
し
社
会
的

機
能
が
言
及
さ
れ
易
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〕

被
害
者
救
済
制
度
の
現
状
と
問
題
点
・
ジ
ュ
リ
六
九
一
号
一
七
六
頁

(
淡
路
発
一
言
)
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(
U
a
〉
注
(
川
廿
)
参
照
。

(
叫
叩
)
平
井
・
前
掲
論
文
・
私
法
四
一
号
一
九
八
頁
以
下
参
照
。
こ
こ
で

は
、
同
社
会
的
損
失
負
担
制
度
の
も
と
で
提
出
さ
れ
る
訴
訟
と
刷
許
容

さ
れ
た
社
会
活
動
H
制
度
の
運
営
か
ら
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の

二
類
型
に
お
い
て
裁
判
所
が
直
面
す
る
問
題
が
「
政
策
志
向
型
問
題
」

と
さ
れ
て
い
る
(
二

O
O頁〉。

(
川
叩
〉
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
損
害
補
償
の
改
革
案
に
関
し
、
ド
イ
ツ
で

は
、
民
事
責
任
の
喪
失
と
か
有
質
性
原
理
は
道
徳
的
で
は
な
い
と
し
て

も
な
お
損
害
賠
償
に
お
け
る
危
険
分
配
の
機
能
を
持
ち
う
る
な
ど
の
議

論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
観
点
に
よ
れ
ば
、
こ
の

種
の
議
論
よ
り
も
連
邦
最
高
裁
の
一
判
決
(
聞
の
Z
N
Nタ

5
3
の
方

が
は
る
か
に
興
味
深
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
本
件
は
、
停
車
中
の
自
動

車
も
保
存
者
責
任
ハ
道
路
交
通
法
七
条
〉
の
要
件
で
あ
る
「
運
行
に
際
し

て
」
(
『
冊
目
号
S
切
開
丘
町

S
を
満
た
す
と
す
る
が
、
そ
の
理
由
の
中
で
、

「
交
通
の
全
体
的
展
開
」
包
芯
唱

g
g
g
〉『

5
n
E
g
m
仏

2

〈

2
・

紹

-aF円
る
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
交
通
事
故
の
原
因
が
当
該
者
の
個
人
的
関
係
で
は
な
く
、

円
滑
な
展
開
を
維
持
す
る
た
め
の
交
通
の
全
体
的
機
能
と
い
う
観
点
か

ら
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
交
通
事
故
に
よ
る

損
害
負
担
は
、
過
失
原
理
に
基
づ
く
特
定
個
人
間
で
は
な
く
、
自
動
車

を
利
用
す
る
交
通
関
与
者
の
全
体
に
配
分
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
た
ん
に
現
行

法
の
改
革
(
自
動
車
保
有
者
の
免
責
事
由
を
「
避
け
得
な
い
出
来
事
」

(
E与
司
自
ι『
由
同
町
田
開
門
何
回
ぬ
巳
る
か
ら
不
可
抗
力

(EF何
円
刊
の

2
S
F
)

に
転
換
さ
せ
る
議
論
。
〈
m-
・同ハ

gNU
〉日
a
z
o
-
-
o
p
o
z
o目
白
骨
円
削
Noh-

2
5
円日開国【日刊三月
r
g
u
m
-
F
r
g
Bロ
r
z・
5
∞0
・

5
3
の
み
な
ら
ず

今
後
の
事
故
損
害
法
の
あ
り
方
(
保
険
的
保
護
に
よ
る
責
任
法
の
置

換
)
に
も
影
響
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
そ
こ
に
は
、
自
動
車
運
転
者

の
個
人
的
答
責
を
実
現
す
る
新
し
い
形
態
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
交
通
災
害
保
険
で
は
、
事
故
予
防
的
効
果
を
目
的
と
し
て
運
転

者
(
保
有
者
)
に
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
は
、
過
失
責
任
の
損
害
損
補

的
機
能
を
離
れ
て
、
交
通
の
円
滑
な
展
開
に
必
要
な
範
囲
に
於
て
、
自

動
車
の
運
行
に
関
連
す
る
相
互
の
当
事
者
に
等
し
く
割
り
当
て
ら
れ
る

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
)
。

(
印
〉
石
田
穣
・
損
害
賠
償
法
の
再
稼
成
(
一
九
七
七
年
)
一
三
頁
以
下

参
照
。
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Modern Problems in Tort Law 

一一一羽Tithan Introduction to Eike von Hippel's 

Recent Monographs 

Yasuhiro FUJIOKA* 

In tort law there are two important functions: the compen-

sation of accidental (personal) injury and the limitation of the 

sphere of free activity. As for the former， the movement toward 

social security from tort liability has strengthened since the ex-

periment in New Zealand (Accident Compensation Act， 1974). Von 

Hippel's two recent works，“Grundfragen der Sozialen Sicherheit" 
(Fundamental Problems of Social Security) (1979) and “Haftungs-
ersetzung・durchVersicherungsschutz" (Replacement of Liability 

with Insurance) (1980) (co-authors: Fleming and Hellner) and 

“Schadensausgleich bei Verkehrsunfallen" (Compensation of Traffic 

Accidents) (1968) comprise a trilogy on the relationship betw巴巴n

liability and insurance; in the former two， v. Hippel regards the 

model of national accidental insurance as the most desirable prospect 

for the development of social security. 

In order to adapt itself to this new situation the Japanese tort 

law should also be reconstructed， taking into consideration not only 
the connections of the past， especially between Japanese and German 

laws， as well as the recent role of comparative law in tort law. 

* Professor of Law， Faculty of Law， University of Hokkaido 
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